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1. 第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第三条及びその解釈 

 

第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 

（安全機能を有する施設の地盤） 

第三条 安全機能を有する施設は、次条第二項の規定により算定する地震力が作用した

場合においても当該安全機能を有する施設を十分に支持することができる地盤に設け

なければならない。 

 

2  廃棄物埋設地は、変形した場合においてもその安全機能が損なわれるおそれがない

地盤に設けなければならない。 

 

3  廃棄物埋設地は、変位が生ずるおそれがない地盤に設けなければならない。 

 

第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 

第 3 条(安全機能を有する施設の地盤) 

1  第 1 項に規定する「安全機能を有する施設を十分に支持することができる」とは、

安全機能を有する施設について、自重及び操業時の荷重等に加え、本規程第 4 条第 2

項の分類に応じて算定する地震力が作用した場合においても、接地圧に対する十分な

支持性能を有する設計であることをいう。 

 

2  第 2 項に規定する「変形」とは、地震発生に伴う地殻変動によって生じる支持地盤

の傾斜及び撓み並びに地震発生に伴う建物・構築物間の不等沈下、液状化及び揺すり

込み沈下等の周辺地盤の変状をいう。 

このうち上記の「地震発生に伴う地殻変動によって生じる支持地盤の傾斜及び撓み」

については、広域的な地盤の隆起又は沈降によって生じるもののほか、局所的なもの

を含む。これらのうち、上記の「局所的なもの」については、支持地盤の傾斜及び撓

みの安全性への影響が大きいおそれがあるため、特に留意が必要である。 

 

3  第 3 項に規定する「変位」とは、将来活動する可能性のある断層等が活動すること

により、地盤に与えるずれをいう。 

また、同項に規定する「変位が生ずるおそれがない地盤に設け」るとは、廃棄物埋

設地が将来活動する可能性のある断層等の露頭がある地盤に設置された場合、その断

層等の活動によって安全性に重大な影響を与えるおそれがあるため、当該廃棄物埋設

地を将来活動する可能性のある断層等の露頭が無いことを確認した地盤に設置するこ

とをいう。 

なお、上記の「将来活動する可能性のある断層等」とは、後期更新世以降（約 12～

13 万年前以降）の活動が否定できない断層等をいう。その認定に当たって、後期更新

世（約 12～13 万年前）の地形面又は地層が欠如する等、後期更新世以降の活動性が明

確に判断できない場合には、中期更新世以降（約 40 万年前以降）まで遡って地形、地
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第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 

質・地質構造及び応力場等を総合的に検討した上で活動性を評価すること。なお、活

動性の評価に当たって、設置面での確認が困難な場合には、当該断層の延長部で確認

される断層等の性状等により、安全側に判断すること。 

また、「将来活動する可能性のある断層等」には、震源として考慮する活断層のほか、

地震活動に伴って永久変位が生じる断層に加え、支持地盤まで変位及び変形が及ぶ地

すべり面を含む。 

 

2. 廃棄物埋設施設の安全機能について 

安全機能については、第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(以

下「許可基準規則」という。)第二条第 2 項第一号に「「安全機能」とは、廃棄物埋設施設の

安全性を確保するために必要な機能であって、その機能の喪失により公衆又は従事者に放射

線障害を及ぼすおそれがあるものをいう。」とある。 

したがって、安全機能に対する考え方としては、許可基準規則第二条第 2 項第一号を考慮

し、安全機能を「放射性物質の漏出を防止する機能」、「移行抑制機能*1」、「遮蔽機能」とし、

その機能の維持期間及び考え方を第 1 表にまとめる。 

 

第 1 表 ピット処分における安全機能 

安全機能 

廃止措置の開始前 

廃止措置の開始後 
放射性廃棄物の 

受入れの開始から

覆土完了まで 

覆土完了から 

廃止措置の開始まで 

放射性物質の漏出

を防止する機能 
○ - - 

移行抑制機能 - ○ △ 

遮蔽機能 ○ ○ △ 

*1：本資料では、放射性物質の漏出を低減する機能及び生活環境への移行を抑制する機能を「移行抑制機能」

という。 

 

ここで、廃棄物埋設施設のうち安全機能を有する設備は、埋設設備、排水・監視設備のう

ちポーラスコンクリート層及び覆土である。 

 

3. 評価対象設備 

許可基準規則第三条の評価対象は、3 号埋設設備及び 3 号覆土とする。 

○：安全機能を維持する 
△：必要な安全機能を期待出来る

よう設計する 
－：考慮しない 
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なお、1 号埋設設備 7,8 群、1 号及び 2 号の覆土は、設置箇所及び荷重条件の変更がなく、

既許可のとおりであるため、評価対象とはしない。ポーラスコンクリート層は埋設設備に一

体となるよう設置することから、評価対象とはしない。 

 

4. 許可基準規則への適合のための評価方針 

(1) 第三条第 1 項 

埋設設備及び覆土の設置地盤は、埋設設備の自重及び操業時の荷重に加え、第二種廃棄

物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈(以下「許可基準規則解釈」と

いう。)第 4 条第 2 項の分類に応じて算定する地震力が作用した場合においても、接地圧

に対して十分な支持性能を有することを確認する。 

地震力については、地震により発生するおそれがある安全機能の喪失を想定した場合で

も、放射線による公衆への影響は十分小さいことから、耐震重要度分類 C クラスの施設に

求められる地震力が作用した場合を考慮する。 

 

(2) 第三条第 2 項 

3 号廃棄物埋設地の設置地盤は、地震発生に伴う地殻変動によって生じる支持地盤の傾

斜及び撓み、建物・構造物間の不等沈下、液状化及び揺すり込み沈下の周辺地盤の変状に

よる影響がないことを確認する。 

 

(3) 第三条第 3 項 

3 号廃棄物埋設地の設置地盤は、震源として考慮する活断層のほか、地震活動に伴って

永久変位が生じる断層に加え、支持地盤まで変位及び変形が及ぶ地すべり面がないことを

確認する。 

 

5. 許可基準規則への適合性説明 

許可基準規則の適合性の説明に当たり、敷地の地形、地質、標準貫入試験、土質試験及び

物理試験・岩石試験結果を用いて、安全機能を有する施設の設置地盤の安定性、3 号廃棄物

埋設地周辺地盤の変形及び変位による影響を評価した。 

なお、詳細な検討内容については添付資料 1 に示す。 
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(1) 敷地の地形 

敷地内にみられる主な沢は、敷地西部の 3 条の沢(東から南の沢、西の沢及びその他 1

条の沢)及び敷地中央部の沢(以下「中央沢」という。)である。敷地が位置する台地は、中

央沢により北東側と南西側に二分される。北東側の台地は標高 30m～60m 程度、南西側の

台地は標高 30m～40m 程度である。3 号廃棄物埋設地は、北東側の台地に設置する。また、

1 号廃棄物埋設地周辺の北側から北西側の範囲は標高 50m～60m 程度と標高が高く、1 号廃

棄物埋設地の南側から東側にかけて分布する中位段丘面(M1面：酸素同位体ステージ(以下

「MIS」という。)5e に対比)よりも 1 段高い高位段丘面(H5 面：MIS7 に対比)が分布する。 

また、空中写真判読及び地表地質調査において、西の沢以西及び尾駮沼付近を除いた台

地上には断層活動に伴う変動地形、地すべり地形、地すべりのおそれがある急斜面及び陥

没の発生した形跡はない。 

3 号廃棄物埋設地は、1 号廃棄物埋設地の東側に位置し、標高約 41m～46m に造成されて

いる。 

 

(2) 調査結果 

(ⅰ) 3 号廃棄物埋設地設置位置及びその付近の地質 

廃棄物埋設地の地質・地質構造の把握及び原位置試験を実施することを目的とし、ボ

ーリング調査を実施した。3 号廃棄物埋設地付近で実施したボーリング調査は 83 孔、総

延長約 4,900m であり、廃棄物埋設地及びその付近におけるボーリングコアの採取率は

100%である。鷹架層の R.Q.D.は平均約 98.9%であり、廃棄物埋設地付近の鷹架層は堅硬

で亀裂及び節理が少ない岩盤であると判断した。 

 3 号廃棄物埋設地の地質は、新第三系中新統の鷹架層、第四系更新統の中位段丘堆積

層及び火山灰層並びに第四紀完新統の盛土からなる。 

鷹架層は、層相及び層序から下部層、中部層及び上部層の 3 層に区分され、廃棄物埋

設地及びその付近には中部層が分布する。中部層は、粗粒砂岩層、軽石凝灰岩層及び軽

石混り砂岩層に細分されるが、これらのうち廃棄物埋設地及びその付近には、主に粗粒

砂岩層と軽石凝灰岩層が分布する。 

段丘堆積層は、台地部に広く分布しており、主に石英粒子からなる淘汰の良い中粒砂

ないし粗粒砂からなり、一部に礫及びシルトを挟み、下位の鷹架層を不整合に覆う。 

火山灰層は、段丘堆積層を覆って広く分布し、主に褐色の粘土質火山灰からなる。ま
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た、火山灰層中には、層序関係、露頭の性状及び火山灰分析結果から同定したオレンジ

軽石(約 17 万年前)及び洞爺火山灰(11.2 万年前～11.5 万年前)(1)が挟まれる。 

(ⅱ) 標準貫入試験結果 

廃棄物埋設地付近における風化部の分布状況及び地盤の強度を把握し、廃棄物埋設

施設の設計及び施工の基礎資料を得るため、標準貫入試験を実施した。廃棄物埋設地

付近のボーリング孔で実施した標準貫入試験によると、鷹架層は表層部を除き、N 値が

50 以上の岩盤である。 

(ⅲ) 土質試験結果 

廃棄物埋設地付近の第四紀層の物理特性を明らかにするため、土質試験を実施した。

3 号廃棄物埋設地付近の盛土、火山灰層及び段丘堆積層を対象に実施したボーリングコ

アから採取した試料による湿潤密度、含水比、土粒子の密度及び間隙率の試験結果を第

2 表に示す。 

 

第 2 表 3 号廃棄物埋設地付近の土質試験結果(盛土及び第四紀層) 

 

(ⅳ) 物理試験・岩石試験結果 

廃棄物埋設地設置地盤の力学特性を把握するため、ボーリング調査より採取した試料

を用いて、物理試験、岩石試験を実施した。 

a. 物理試験結果 

3 号廃棄物埋設地付近の鷹架層中部層軽石凝灰岩層を対象に実施したボーリングコ

アから採取した試料による物理試験結果を第 3 表に示す。  

地 層 
湿潤密度 

(g/cm3) 

含水比 

(%) 

土粒子の密度 

(g/cm3) 

間隙率 

(%) 

盛  土 1.79 26.2 2.72 47.9 

火山灰層 1.54 58.1 2.68 62.7 

段丘堆積層 1.79 29.4 2.66 48.1 
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第 3 表 3 号廃棄物埋設地付近の物理試験結果(鷹架層) 

*1：()内の数字は土粒子の密度を測定した試料数を示す。 

 

b. 岩石試験結果 

3 号廃棄物埋設地付近の鷹架層中部層軽石凝灰岩層を対象に実施したボーリングコ

アから採取した試料による岩石試験結果を第 4 表に示す。 

 

第 4 表 3 号廃棄物埋設地付近の岩石試験結果(鷹架層) 

 

(3) 安全機能を有する施設の設置地盤の安定性評価 

埋設設備の設置地盤は、鷹架層中部層軽石凝灰岩層であり、標準貫入試験による N 値は

50 以上である。 

埋設設備の基礎形式は直接基礎であることから、地盤の支持性能を検討するに当たり、

土木構造物の直接基礎の場合に適用される最新の知見として、「道路橋示方書・同解説、Ⅳ

下部構造編」(日本道路協会、平成 29 年 11 月)及び建築基準法に基づく国土交通省告示第

1113 号「地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を求めるための方法等を定める件」

(以下「国土交通省告示第 1113 号」という。)を用いた。 

支持地盤の支持性能値については、「道路橋示方書・同解説、Ⅳ下部構造編」(日本道路

協会、平成 29 年 11 月)の「表-9.5.5 基礎底面の鉛直地盤反力度の制限値(支持層が岩盤

の場合)」より算出した 0.9MN/m2と、国土交通省告示第 1113 号を用いて算出した支持地盤

の許容応力度を比較し、より小さい値を用いた。算出した支持地盤の支持性能値と埋設設

区分 

湿潤密度 

(g/cm3) 

含水比 

(%) 

土粒子の密度 

(g/cm3) 

間隙率 

(%) 試料数 

(個)*1 
平均値 

標準 

偏差 
平均値 

標準 

偏差 
平均値 

標準 

偏差 
平均値 

標準 

偏差 

鷹架層中部層 

軽石凝灰岩層 

軽石 

凝灰岩 
1.59 0.03 52.1 4.4 2.39 0.01 56.1 2.1 

39 

(18) 

砂質軽石 

凝灰岩 
1.70 0.03 38.8 2.9 2.48 0.03 50.3 1.9 

159 

(76) 

地 層 
湿潤密度 

(g/cm3) 

圧裂試験 三軸圧縮試験 

引張強度 

σt(MPa) 
せん断強度定数 

τＲ(MPa) 

粘着力 

c(MPa) 
内部摩擦角 

φ(°) 
鷹架層 
中部層 
軽石 

凝灰岩層 

軽石 
凝灰岩 

1.59 0.57 0.80 1.13 8.4 

砂質軽石 
凝灰岩 

1.70 0.81 1.44 1.36 27.2 
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備の接地圧を比較した結果を第 5 表に示す。 

以上より、安全機能を有する施設の支持地盤は、N 値 50 以上の岩盤であり、操業中の荷

重による接地圧に対し十分に大きい支持性能を示すことから、十分な支持力を有している

と評価した。 

検討結果の詳細は「添付資料 1 5. 安全機能を有する施設の設置地盤の安定性評価」

に示す。  
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第 5 表 設置地盤の支持力 

地 層 
許容応力度*1 

(MN/m2) 

地盤反力度の制

限値*2 

(MN/m2) 

設置地盤の 

支持力*3 

(MN/m2) 

埋設設備の 

接地圧*4 

(MN/m2) 

鷹架層中部層 
軽石凝灰岩層 

軽石 
凝灰岩 

2.3 0.9 0.9 
0.24 

砂質軽石 
凝灰岩 

13.1 0.9 0.9 

*1：許容応力度については｢国土交通省告示第 1113 号｣第 2(1)式を用いて算出した。 

*2：地盤反力度の制限値については｢道路橋示方書・同解説、Ⅳ下部構造編(日本道路協会、平成 29 年

11 月)｣表-9.5.5 を用いた。 

*3：設置地盤の支持力については、許容応力度と地盤反力度の制限値を比較し、より小さい値とした。 

*4：埋設設備の接地圧については、操業中の荷重として自重、地震、風及び積雪を考慮した。 

 

(4) 3 号廃棄物埋設地周辺地盤の変形による影響評価 

3 号廃棄物埋設施設周辺地盤の変形のうち、地盤の傾斜及び撓みについては、空中写真

判読及び地質調査結果から、敷地及び敷地周辺に分布する断層として出戸西方断層が挙げ

られる。出戸西方断層に起因する変動地形は断層近傍のみで認められ、敷地内には認めら

れないことから、出戸西方断層による敷地への支持地盤の傾斜及び撓みの影響はないと評

価した(第 1 図)。 

また、3 号廃棄物埋設地の設置地盤は、N 値 50 以上の岩盤であり、十分な硬さを持って

いる。設置地盤以深も N 値 50 以上の岩盤と同等の岩盤が連続している。以上のことから、

地震発生に伴う建物・構築物間の不等沈下、液状化及び揺すり込み沈下による変形の影響

はないと評価した。 
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第 1 図 敷地周辺の地形断面図作成位置及び地形断面図 
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(5) 3 号廃棄物埋設地周辺地盤の変位による影響評価 

3 号廃棄物埋設地周辺地盤の変位による影響の評価に当たり、廃棄物埋設地周辺に将来

活動する可能性がある断層がないこと及び廃棄物埋設地の支持地盤まで変位並びに変形

が及ぶ地すべりがないことを確認した。 

ボーリング調査結果から、3 号廃棄物埋設地内に断層は認められなかったが、3 号廃棄

物埋設地周辺の鷹架層中には、NE-SW 走向の f-a 断層、NE-SW 走向の f-c 断層、E-W 走向の

sf-b(Ⅱ)断層、ENE-WSW～E-W 走向の sf-e 断層及び E-W 走向の sf-f 断層が認められる。f-

a 断層、f-c 断層、sf-b(Ⅱ)断層、sf-e 断層及び sf-f 断層は、ボーリング調査及びトレン

チ調査結果から、少なくとも後期更新世以降に活動した断層ではないと評価した。 

3 号廃棄物埋設地周辺の地すべりの影響を検討した結果、空中写真判読により、西の沢

以西及び尾駮沼付近を除いた台地上には、地すべり地形、地すべりのおそれがある急斜面

及び陥没の発生した形跡がある地形は判読されない(第 2 図)。また、廃棄物埋設地付近で

の地質調査結果から、地すべり面や地層の乱れは確認されないことから、廃棄物埋設地の

支持地盤まで及ぶ地すべりはないと評価した。 

検討結果の詳細は「添付資料 1 4.(2)(ⅱ) 廃棄物埋設地付近の地質構造(断層及び地

すべり)、7.3 号廃棄物埋設地周辺地盤の変位による影響評価」に示す。 
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濃縮・埋設事業所 

2 号埋設設備 

設置位置 

1 号埋設設備 

設置位置 

3 号埋設設備 

設置位置 

低レベル廃棄物 

管理建屋 

二又川 

老部川 

尾駮沼 

再処理事業所 

第 2 図 地すべり地形分布図*1 

*1：国立研究開発法人 防災科学技術研究所 HP「J-SHIS 地震ハザードステーション」に一部加筆 (地すべり

地形は、防災科学技術研究所(2009)5 万分の 1 地すべり地形分布図第 42 集｢野辺地・八戸」図集による) 

西の沢 
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1. はじめに 

「第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」第三条（安全機能を

有する施設の地盤）への適合性について説明する。 

 

2. 許可基準規則に対する評価の方針 

(1) 第三条第 1 項 

(ⅰ) 要求事項 

安全機能を有する施設は、次条第二項の規定により算定する地震力が作用した場

合においても当該安全機能を有する施設を十分に支持することができる地盤に設け

なければならない。 

(ⅱ) 評価方針 

許可基準規則解釈第 3 条第 1 項に基づき、安全機能を有する施設の地盤は、埋設

設備の自重及び操業時の荷重に加え、許可基準規則解釈第 4 条第 2 項の分類に応じ

て算定する地震力が作用した場合においても、接地圧に対する十分な支持性能を有

することを確認する。 

地震力については、地震により発生するおそれがある安全機能の喪失を想定した

場合でも、放射線による公衆への影響は十分小さいことから、耐震重要度分類 C ク

ラスの施設に求められる地震力が作用した場合を考慮する。 

(ⅲ) 評価の考え方 

安全機能を有する施設は、耐震重要度分類 C クラスを基本とした設計であること

から、安全機能を有する施設の設置地盤の支持性能がおおむね弾性範囲に留まるこ

とを確認する。埋設設備の基礎形式は直接基礎であることから、地盤の支持性能を

検討するに当たり、土木構造物の直接基礎の場合に適用される最新の知見として、

「道路橋示方書・同解説、Ⅳ下部構造編」(日本道路協会、平成 29 年 11 月)及び建

築基準法に基づく国土交通省告示第 1113 号「地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容

支持力を求めるための方法等を定める件」(以下「国土交通省告示第 1113 号」とい

う。)を用いた。 

支持地盤の支持性能値については、「道路橋示方書・同解説、Ⅳ下部構造編」(日本

道路協会、平成 29 年 11 月)の「表-9.5.5 基礎底面の鉛直地盤反力度の制限値(支

持層が岩盤の場合)」より算出した 0.9MN/m2と、国土交通省告示第 1113 号を用いて
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算出した支持地盤の許容応力度を比較し、より小さい値を用いるものとする。 

算出した支持地盤の支持性能値の値を用いて接地圧と対比し、評価を行う。 

a. 地盤反力度の制限値 

「道路橋示方書・同解説、Ⅳ下部構造編」(日本道路協会、平成 29 年 11 月)の「表

-9.5.5 基礎底面の鉛直地盤反力度の制限値(支持層が岩盤の場合)」を用いて、支

持地盤における地盤反力度の制限値を算出するものとする。 

b. 支持地盤の許容応力度 

「国土交通省告示第 1113 号」のうち、第 2 項及び第 3 項を用いて、地盤の許容応

力度を算出するものとする。 

c. 接地圧 

「道路橋示方書・同解説、Ⅳ下部構造編」(日本道路協会、平成 29 年 11 月)のう

ち、地盤反力計算式を用いて、接地圧を算出するものとする。 

接地圧は、埋設設備の重量及び自然現象による外部応力を考慮し算出するものと

する。 

自然現象の重畳については、地震、風及び積雪を考慮する。 

 

(2) 第三条第 2 項 

(ⅰ) 要求事項 

廃棄物埋設地は、変形した場合においてもその安全機能が損なわれるおそれがな

い地盤に設けなければならない。 

(ⅱ) 評価方針 

許可基準規則解釈第 3 条第 2 項及び第 3 条第 3 項に基づき、廃棄物埋設地の設置

地盤は、地震発生に伴う地殻変動によって生じる支持地盤の傾斜及び撓みによる影

響がないこと、地震発生に伴う建物・構造物間の不等沈下による影響がないこと及

び地震発生に伴う液状化及び揺すり込み沈下等の周辺地盤の変状による影響がない

ことを確認する。 

(ⅲ) 評価の考え方 

a. 支持地盤の傾斜及び撓み 

廃棄物埋設地の支持地盤において、地震発生に伴う地殻変動によって生じる傾斜

及び撓みについて評価を行う。 
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b. 不等沈下、液状化及び揺すり込み沈下 

廃棄物埋設地の支持地盤において、不等沈下、液状化及び揺すり込み沈下につい

て評価を行う。 

 

(3) 第三条第 3 項 

(ⅰ) 要求事項 

廃棄物埋設地は、変位が生ずるおそれがない地盤に設けなければならない。 

(ⅱ) 評価方針 

許可基準規則解釈第 3 条第 4 項に基づき、廃棄物埋設地の設置地盤は、震源とし

て考慮する活断層のほか、地震活動に伴って永久変位が生じる断層に加え、支持地

盤まで変位及び変形が及ぶ地すべり面がないことを確認する。 

(ⅲ) 評価の考え方 

a. 断層 

廃棄物埋設地には、将来活動する可能性のある断層がないことを確認する。 

b. 地すべり 

廃棄物埋設地の支持地盤まで変位及び変形が及ぶ地すべりがないことを確認する。 
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3. 敷地の地形 

敷地造成前の地形を第 1 図に、敷地付近の地形面区分図を第 2 図に示す。 

敷地内にみられる主な沢は、敷地西部の 3 条の沢(東から南の沢、西の沢及びその他 1 条

の沢)及び敷地中央部の沢(以下「中央沢」という。)である。敷地が位置する台地は、中央

沢により北東側と南西側に二分される。北東側の台地は標高 30m～60m 程度、南西側の台地

は標高 30m～40m 程度である。3 号廃棄物埋設地は、北東側の台地に設置する。また、1 号

廃棄物埋設地周辺の北側から北西側の範囲は標高 50m～60m 程度と標高が高くなっており、

1 号廃棄物埋設地の南側から東側にかけて分布する中位段丘面(M1 面：酸素同位体ステージ

(以下「MIS」という。)5e に対比)よりも 1 段高い高位段丘面(H5面：MIS7 に対比)が分布す

る。 

また、空中写真判読及び地表地質調査において、西の沢以西及び尾駮沼付近を除いた台

地上には断層活動に伴う変動地形がなく、地すべり地形、地すべりのおそれがある急斜面

及び陥没の発生した形跡がないことを確認している。 

3 号廃棄物埋設地は、1 号廃棄物埋設地の東側に位置し、標高約 41m～46m に造成されて

いる。 
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第 1 図 敷地造成前の地形 
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第 2 図 敷地付近の地形面区分図 
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4. 安全機能を有する施設設置位置付近の地質・地質構造 

(1) 調査内容 

(ⅰ) 地質調査 

地質調査は、ボーリング調査及びトレンチ調査を実施した。ボーリング調査は、敷

地の地質・地質構造の把握及びボーリング孔を利用した原位置試験を実施すること

を目的とし、トレンチ調査は、ボーリング調査によって、破砕部を伴う断層が確認さ

れた場合、断層の活動性確認を目的として実施した。 

ボーリングの掘削に当たってはロータリ型ボーリングマシンを使用し、掘削孔径

76mm のオールコアボーリングとした。 

採取したボーリングコアについては、詳細な観察を行い、地質柱状図を作成した。

また、鷹架層の亀裂及び節理の状態を確認するために R.Q.D.を測定した。 

なお、R.Q.D.の表示は、掘削長 1m に対して、10cm 以上の棒状コアの合計長(cm)が

占める割合を百分率(%)で示す。吉中ほか(1989)(2)によると、亀裂及び節理が少ない

岩盤ほど R.Q.D.値は大きくなる傾向が認められるとされている。 

敷地内の基礎地盤の地質特性及び地質構造を検討するため、トレンチ調査及び地

表地質調査の結果から地質平面図及び地質断面図を作成した。 

3 号廃棄物埋設地付近で実施したボーリング調査は 83 孔*1、総延長約 4,900m であ

り、廃棄物埋設地及びその付近におけるボーリングコアの採取率は 100%である。鷹

架層の R.Q.D.は平均約 98.9%であり、廃棄物埋設地付近の鷹架層は堅硬で亀裂及び

節理が少ない岩盤であると判断した。 

3 号廃棄物埋設地には、ボーリング調査結果から、断層が確認されなかったため、

トレンチ調査は実施する必要はないと判断した。一方、敷地内に分布する f-a 断層、

f-c 断層及び sf-e 断層については、活動性を確認するためトレンチ調査を実施した。 

また、3 号廃棄物埋設地の力学特性を把握するため、設置標高付近のボーリングコ

ア試料を用いて岩石試験を実施した。廃棄物埋設地付近の調査位置を第3図に示す。 

*1：地質調査用ボーリングのみの孔数を示す。 

(ⅱ) 標準貫入試験 

廃棄物埋設地付近における風化部の分布状況及び地盤の強度を把握し、廃棄物埋

設施設の設計及び施工の基礎資料を得るため、標準貫入試験を実施した。試験は、

JIS A 1219 に準拠し、ハンマーを自由落下させ標準貫入試験用サンプラーを 30cm 打
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ち込むのに要する打撃回数(N 値)を測定する方法で実施した。 

(ⅲ) 土質試験 

廃棄物埋設地付近の第四紀層の物理特性を明らかにするため、土質試験を実施し

た。 

土質試験は、3 号廃棄物埋設地付近に分布する盛土、火山灰層及び段丘堆積層につ

いて実施した。土質試験は、JIS A 1225(2009)に準拠して実施した。 

(ⅳ) 物理試験・岩石試験 

a. 試験方法 

安全機能を有する施設設置地盤の力学特性を把握するため、設置標高付近の試料

を使用するものとする。そのため、ボーリング調査より採取した試料を用いて、物理

試験、圧裂試験及び三軸圧縮試験を実施した。 

物理試験は、JGS 2132(2009)に、圧裂試験は、JGS 2551(2009)に準拠して実施し

た。また、三軸圧縮試験(UU)は、JGS 2531(2009)に準拠して実施した。 
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第 3 図 3 号廃棄物埋設地付近の調査位置図  
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(2) 調査結果 

(ⅰ) 安全機能を有する施設設置位置付近の地質 

敷地内の地質層序表を第 1 表に示す。また、3 号廃棄物埋設地及びその付近の地質

平面図を第 4 図に、3 号廃棄物埋設地設置標高付近の地質水平断面図を第 5 図に示

す。さらに、3 号廃棄物埋設地及びその付近の地質断面図を第 6 図に示す。 

3 号廃棄物埋設地付近の地質は、新第三系中新統の鷹架層、第四系更新統の中位段

丘堆積層、高位段丘堆積層及び火山灰層及び盛土からなる。 

鷹架層は層相及び層序から下部層、中部層及び上部層の 3 層に区分され、廃棄物

埋設地及びその付近には中部層が分布する。中部層は、粗粒砂岩層、軽石凝灰岩層及

び軽石混り砂岩層に細分されるが、これらのうち廃棄物埋設地及びその付近には、

主に粗粒砂岩層と軽石凝灰岩層が分布する。 

粗粒砂岩層は、主に貝化石の細片を多く含み葉理構造が発達する中～粗粒砂岩か

らなり、上部では軽石を含む。 

軽石凝灰岩層は、主に径数 mm～数 cm の軽石を多く含む凝灰岩等からなり、下位か

ら漸移的に軽石質砂岩、砂質軽石凝灰岩及び軽石凝灰岩が分布する。 

段丘堆積層は、台地部に広く分布しており、主に石英粒子からなる淘汰の良い中

粒砂ないし粗粒砂からなり、一部に礫及びシルトを挟み、下位の鷹架層を不整合に

覆う。また、高位段丘堆積層は 1 号廃棄物埋設地付近から北西側に、中位段丘堆積

層は 1 号廃棄物埋設地付近から南東側に分布する。 

火山灰層は、段丘堆積層を覆って広く分布し、主に褐色の粘土質火山灰からなる。 

敷地内で確認される示標テフラについて第 7 図及び第 8 図に示す。火山灰層中に

は、オレンジ軽石(約 17 万年前)及び町田・新井(2011)(1)による洞爺火山灰(11.2 万

年前～11.5 万年前)が挟まれる。オレンジ軽石及び洞爺火山灰は、段丘堆積層や近傍

火山灰との層序関係、火山灰の性状、火山ガラスの屈折率及び鉱物組成の文献値と

の類似性から対比及び同定した。 

なお、火山灰の対比及び同定の詳細なデータについては根拠資料 1 に示す。 

盛土は主に段丘堆積層の砂及び火山灰層の粘土質火山灰の掘削土からなる。 

  



 

添 1-11 

 

第 1 表 敷地内の地質層序表 
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第 4 図 3 号廃棄物埋設地及びその付近の地質平面図  
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第 5 図 3 号廃棄物埋設地及びその付近の地質水平断面図(標高 22m) 
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第 6 図 3 号廃棄物埋設地及びその付近の地質断面図(上段：南北断面、下段：東西断面) 
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第 7 図 敷地内で確認される示標テフラ(中位段丘面) 
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第 8 図 敷地内で確認される示標テフラ(高位段丘面) 
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(ⅱ) 廃棄物埋設地付近の地質構造(断層及び地すべり) 

a. 廃棄物埋設地の断層評価 

敷地内の鷹架層上限面地質図を第 9 図に、敷地内の断層性状一覧表を第 2 表

に示す。敷地内には、北東-南西走向の f 系断層と東西走向の sf 系断層が分布す

る。 

ボーリング調査結果から、3 号廃棄物埋設地内には断層は認められなかった。 

一方、3 号廃棄物埋設地周辺の鷹架層中には、NE-SW 走向の f-a 断層、NE-SW 走

向の f-c 断層、E-W 走向の sf-b(Ⅱ)断層、ENE-WSW～E-W 走向の sf-e 断層及び E-

W 走向の sf-f 断層が認められる。 

f-a 断層は、走向が N30°～55°E で、70°～90°南東に傾斜する正断層セン

スの断層である。断層面は、固結・密着している部分及び鏡肌を有する部分が認

められる。断層沿いには、断層を境して接する岩石が混在した部分が幅 10cm～

160cm にわたって認められるが、この部分は固結しており、周囲の岩石と同程度

の硬さを有している。また、第 10 図に示すトレンチ調査結果によれば、f-a 断

層は、鷹架層を不整合に覆って分布する中位段丘堆積層には変位・変形を与えて

いない。 

f-c 断層は、走向が N30°～50°E で、60°～90°北西に傾斜する正断層セン

スの断層である。第 11 図に示すトレンチ調査結果によれば、断層面は鏡肌を呈

し条線を伴うが、鷹架層を不整合に覆う高位段丘堆積層には変位・変形を与えて

いない。 

sf-e 断層は、走向が N50°～80°E で、40°～90°南に傾斜している逆断層セ

ンスの断層である。断層面はゆ着しており、断層沿いには、断層を境して接する

岩石が破砕を伴わずに混在した部分が幅 4cm～33cm にわたって認められるが、

この部分は固結し、周囲の岩石と同程度の硬さを有している。また、第 12 図に

示すトレンチ調査結果によれば、sf-e 断層は、鷹架層を不整合に覆って分布す

る高位段丘堆積層には変位・変形を与えていない。 

さらに、第 13 図に示すように廃棄物埋設地の南方にも、E-W 走向で北傾斜か

つ逆断層センスの sf-b(Ⅱ)断層が認められるが、sf-e 断層と同様に断層面はゆ

着しており、ボーリングコアで確認される断層面は固結し、周囲の岩石と同程度

の硬さを有している。また、トレンチ調査結果から、f-a 断層は将来活動する可
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能性のない断層であると判断され、sf-b(Ⅱ)断層は 1 号廃棄物埋設地南側で f-

a 断層に切られることから、sf-b(Ⅱ)断層も同様に将来活動する可能性のある断

層ではないと評価した。 

sf-f 断層は、走向がおおむね E-W で、70°南に傾斜している逆断層センスの

断層である。第 14 図に示すボーリング調査結果によれば、sf-f 断層は、その性

状から sf-e 断層と同時期に形成された断層と判断できる。また、トレンチ調査

結果から、f-a 断層は将来活動する可能性のある断層ではないと判断され、sf-f

断層は 1 号廃棄物埋設地東側で f-a 断層に切られることから、sf-f 断層も同様

に将来活動する可能性のある断層ではないと評価した。 

以上より、廃棄物埋設地付近には、少なくとも後期更新世以降に活動した断層

はないと評価する。 

b. 地すべり評価 

地すべり地形分布図を第 15 図に示す。防災科学技術研究所(2009)により、西

の沢以西及び尾駮沼付近を除いた台地上には、地すべり地形は判読されない。ま

た、廃棄物埋設地付近での地質調査結果から、地すべり面や地層の乱れは確認さ

れない。 

以上より、廃棄物埋設地の支持地盤まで及ぶ地すべりはないと評価した。 
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第 9 図 敷地内の鷹架層上限面地質図 
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第 2 表 敷地内の断層性状一覧表 
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第 10 図 トレンチ調査結果(f-a 断層) 
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第 11 図 トレンチ調査結果(f-c 断層) 
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第 12 図 トレンチ調査結果(sf-e 断層) 
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第 13 図 ボーリング調査結果(sf-b(Ⅱ)断層) 
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第 14 図 ボーリング調査結果(sf-f 断層) 
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濃縮・埋設事業所 

2 号埋設設備 

設置位置 

1 号埋設設備 

設置位置 

3 号埋設設備 

設置位置 

低レベル廃棄物 

管理建屋 

老部川 

尾駮沼 

再処理事業所 

第 15 図 地すべり地形分布図*1 
*1：国立研究開発法人 防災科学技術研究所 HP 

「J-SHIS 地震ハザードステーション」に一部加筆 

(地すべり地形は、防災科学技術研究所(2009)5 万分の 1 地すべり地形分布図 

第 42 集｢野辺地・八戸」図集による) 
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(ⅲ) 標準貫入試験結果 

廃棄物埋設地付近のボーリング孔で実施した標準貫入試験によると、鷹架層

は表層部を除き、N 値が 50 以上の岩盤である。 

(ⅳ) 土質試験結果 

3 号廃棄物埋設地付近の盛土、火山灰層及び段丘堆積層を対象に実施したボー

リングコアから採取した試料による湿潤密度、含水比、土粒子の密度及び間隙率

の測定結果を第 3 表に示す。 

 

第 3 表 3 号廃棄物埋設地付近の土質試験結果(盛土及び第四紀層) 

 

(ⅴ) 物理試験・岩石試験結果 

a. 鷹架層の物理試験結果 

3 号廃棄物埋設地付近の鷹架層中部層軽石凝灰岩層を対象に実施したボーリ

ングコアから採取した試料による物理試験結果を第 4 表に示す。 

 

第 4 表 3 号廃棄物埋設地付近の物理試験結果(鷹架層) 

*1：()内の数字は土粒子の密度を測定した試料数を示す。 

 

  

地 層 
湿潤密度 

(g/cm3) 

含水比 

(%) 

土粒子の密度 

(g/cm3) 

間隙率 

(%) 

盛  土 1.79 26.2 2.72 47.9 

火山灰層 1.54 58.1 2.68 62.7 

段丘堆積層 1.79 29.4 2.66 48.1 

区分 

湿潤密度 

(g/cm3) 

含水比 

(%) 

土粒子の密度 

(g/cm3) 

間隙率 

(%) 試料数 

(個)*1 
平均値 

標準 

偏差 
平均値 

標準 

偏差 
平均値 

標準 

偏差 
平均値 

標準 

偏差 

鷹架層中部層 

軽石凝灰岩層 

軽石 

凝灰岩 
1.59 0.03 52.1 4.4 2.39 0.01 56.1 2.1 

39 

(18) 

砂質軽石 

凝灰岩 
1.70 0.03 38.8 2.9 2.48 0.03 50.3 1.9 

159 

(76) 
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b. 岩石試験結果 

3 号廃棄物埋設地付近の鷹架層中部層軽石凝灰岩層を対象に実施したボーリ

ングコアから採取した試料による岩石試験結果を第 5 表に示す。 

 

第 5 表 3 号廃棄物埋設地付近の岩石試験結果(鷹架層) 

 
  

地 層 
湿潤密度 

(g/cm3) 

圧裂試験 三軸圧縮試験 

引張強度 

σt(MPa) 
せん断強度定数 

τＲ(MPa) 

粘着力 

c(MPa) 
内部摩擦角 

φ(°) 
鷹架層 
中部層 
軽石 

凝灰岩層 

軽石 
凝灰岩 

1.59 0.57 0.80 1.13 8.4 

砂質軽石 
凝灰岩 

1.70 0.81 1.44 1.36 27.2 
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5. 安全機能を有する施設の設置地盤の安定性評価 

(1) 地盤の支持性能の算定 

(ⅰ) 支持地盤における地盤反力度の制限値 

安全機能を有する施設は、耐震重要度 C クラスを基本とした設計であること

から、「道路橋示方書・同解説、Ⅰ共通編」(日本道路協会、平成 29 年 11 月)に

おける限界状態 1(部材等としての荷重を支持する能力が確保されている限界の

状態)に対する設計を行う。 

支持地盤における地盤反力度の制限値は、第 6 表に示す「道路橋示方書・同解

説、Ⅳ下部構造編」(日本道路協会、平成 29 年 11 月)の「9.5.2 鉛直荷重に対

する支持の限界状態 1、表-9.5.5 基礎底面の鉛直地盤反力度の制限値(支持層

が岩盤の場合)」を用いた。 

安全機能を有する施設を設置する岩盤の種類は軟岩とした。室内試験の場合、

一軸圧縮強度が 1(MN/m2)以上 10(MN/m2)未満を目安に、軟岩であることを同定す

ることができる。岩盤の種類の同定根拠については「根拠資料 1 4. 地盤反力

度の制限値の算出」に示す。 

 

第 6 表 基礎底面の鉛直地盤反力度の制限値(kN/m2)(支持層が岩盤の場合) 

岩盤の種類 鉛直地盤反力度の制限値 

硬
岩 

亀裂が少ない 3,750 

亀裂が多い 1,500 

軟岩 900 

 

  



 

添 1-30 

 

(ⅱ) 支持地盤における許容応力度 

支持地盤の許容応力度の算定結果を第 7 表に示す。 

3 号廃棄物埋設地については鷹架層中部層軽石凝灰岩層を対象とする。 

許容応力度の算出は、3 号廃棄物埋設地の地盤である鷹架層の R.Q.D.が平均

約 98.9%であり、3 号廃棄物埋設地の鷹架層は堅硬で亀裂及び節理が少ない岩盤

であること、また埋設設備設置標高付近の地盤の力学特性を直接的に把握する

ことが望ましいことから、埋設設備設置標高付近のボーリングコアから採取し

た試料による圧裂試験(引張強度)及び三軸圧縮試験(せん断強度)の結果を用い

た。許容応力度の算出については、｢国土交通省告示第 1113 号｣第 2 項(1)の式

を用いた。 

支持地盤の許容応力度の算出の詳細については「根拠資料 1 1. 許容応力度

の算出」に示す。 

 

第 7 表 支持地盤の許容応力度 

 

 

 

  

3 号埋設設備の支持地盤の許容応力度 

軽石凝灰岩層 

軽石凝灰岩 砂質軽石凝灰岩 

2.3MN/m2 13.1MN/m2 
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(2) 地盤の支持力の評価 

3 号埋設設備の設置地盤は、第 5 図に示すとおり、鷹架層中部層軽石凝灰岩層で

ある。 

埋設設備は、標準貫入試験による N 値が 50 以上の岩盤に設置するものとする。 

支持地盤の支持性能値については、支持地盤における地盤反力度の制限値と、支

持地盤の許容応力度を比較し、より小さい値を用いるものとする。比較した結果、

3 号埋設設備の支持地盤の支持性能値においては、「道路橋示方書・同解説、Ⅳ下部

構造編」(日本道路協会、平成 29 年 11 月)の「表-9.5.5 基礎底面の鉛直地盤反力

度の制限値(支持層が岩盤の場合)」より算出した 0.9MN/m2 を用いるものとした。 

埋設設備設置地盤における地盤反力度の制限値及び埋設設備の荷重による接地圧

を第 8 表に示す。第 8 表より埋設設備の支持地盤は、操業中の荷重による接地圧に

対し十分に大きい支持性能を示すことから、十分な支持力を有していると評価した。 

なお、埋設設備の接地圧の算出方法については「根拠資料 1 2. 接地圧の算出」

に示す。また、接地圧の算出における自然現象の重畳については、地震、風及び積

雪を考慮した。 

 

第 8 表 支持地盤の支持性能値及び埋設設備の荷重による接地圧 

 

  

3 号埋設設備の支持地盤の許容応力度 
接地圧 

覆土前 

軽石凝灰岩層 
操業中の荷重による接地圧 

(自重+地震+風+積雪) 
軽石凝灰岩 砂質軽石凝灰岩 

0.9MN/m2 0.9MN/m2 0.24MN/m2 
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6. 3 号廃棄物埋設地周辺地盤の変形による影響評価 

(1) 地盤の傾斜及び撓みの評価 

敷地周辺の地形断面図作成位置図及び地形断面図を第 16 図に示す。 

地盤の傾斜及び撓みを発生させる敷地及び敷地周辺に分布する断層は、空中写真

判読及び地質調査結果から、出戸西方断層があげられる。 

出戸西方断層に起因する変動地形は断層近傍のみで認められ、敷地内には認めら

れないことから、出戸西方断層による敷地への支持地盤の傾斜及び撓みの影響はな

い。 

以上のことから、3 号廃棄物埋設地の支持地盤において、地盤の傾斜及び撓みは

生じないと評価した。 

 

(2) 不等沈下、液状化及び揺すり込み沈下の評価 

3 号廃棄物埋設地の設置地盤は N 値 50 以上の岩盤であり、十分な硬さを持ってい

る。設置地盤以深も N 値 50 以上の岩盤と同等の岩盤が連続している。以上のことか

ら、地震発生に伴う建物・構築物間の不等沈下、液状化、揺すり込み沈下の支持地

盤の変形による影響を受けるおそれはない。 
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第 16 図 敷地周辺の地形断面図作成位置図及び地形断面図 
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7. 3 号廃棄物埋設地周辺地盤の変位による影響評価 

(1) 断層及び地すべりの評価 

(ⅰ) 廃棄物埋設地の断層 

ボーリング調査結果から、3 号廃棄物埋設地には断層は確認されなかった。 

(ⅱ) 廃棄物埋設地周辺の断層 

f-a 断層は、トレンチ調査結果より、中位段丘堆積層に変位・変形を与えてい

ないことから、将来活動する可能性のある断層ではないと評価した。 

f-c 断層は、トレンチ調査結果より、高位段丘堆積層に変位・変形を与えてい

ないことから、将来活動する可能性のある断層ではないと評価した。 

sf-b(Ⅱ)断層は、断層の性状や分布より、将来活動する可能性のある断層では

ないと評価した。 

sf-e 断層は、トレンチ調査結果より、高位段丘堆積層に変位・変形を与えて

いないことから、将来活動する可能性のある断層ではないと評価した。 

sf-f 断層については、断層の性状や分布より、将来活動する可能性のある断

層ではないと評価した。 

以上より、3 号廃棄物埋設地及びその付近に分布する断層は、将来活動する可

能性のある断層ではないと評価した。 

(ⅲ) 地すべり 

空中写真判読及び地質調査結果より、3 号廃棄物埋設地の支持地盤まで及ぶ地

すべりはないと評価した。 

以上より、3 号廃棄物埋設地の設置地盤は、変位が生ずるおそれはない。 
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8. まとめ 

「第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」第三条（安全機

能を有する施設の地盤）に対する適合性について確認した結果を以下にまとめる。 

(1) 安全機能を有する施設の設置地盤の安定性評価 

安全機能を有する施設の支持地盤は、操業中の荷重による接地圧に対し十分に大

きい支持性能を示すことから、十分な支持力を有していると評価した。 

 

(2) 3 号廃棄物埋設地周辺地盤の変形による影響評価 

地盤の傾斜及び撓みを発生させる敷地及び敷地周辺に分布する断層の影響を検討

した結果、3 号廃棄物埋設地の支持地盤において、地盤の傾斜及び撓みは生じない

と評価した。また、3 号廃棄物埋設地の設置地盤は十分な支持力を有した岩盤であ

ることから、地震発生に伴う建物・構築物間の不等沈下、液状化、揺すり込み沈下

の支持地盤の変形による影響を受けるおそれはないと評価した。 

 

(3) 3 号廃棄物埋設地周辺地盤の変位による影響評価 

3 号廃棄物埋設地周辺に分布する断層及び地すべりの影響を検討した結果、3 号

廃棄物埋設地の設置地盤は、変位が生ずるおそれはないと評価した。 
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(2) 3 号埋設設備(室内岩石試験結果) 
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2. 接地圧の算出 

(1) 3 号埋設設備 
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3. 廃棄物埋設地の地質 

(1) 火山灰の対比(洞爺火山灰) 
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(2) オレンジ軽石(OrP)の産状と層位状況 
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4. 地盤反力度の制限値の算出 

(1) 地盤反力度の制限値算出に関する岩盤種類の目安 

道路橋示方書・同解説、Ⅳ下部構造編(日本道路協会、平成 29 年 11 月) 

「表-解 9.5.1 基礎底面の鉛直地盤反力度の制限値(支持層が岩盤の場合)に関する岩盤の種類の目安」 

 

3 号廃棄物埋設施設における一軸圧縮強度 

対象範囲 区分 
一軸圧縮強さ 

MN/m2 

3 号廃棄物埋設地周辺 

鷹架層中部層 
軽石凝灰岩層(T2pt) 3.42(MN/m2) 

軽石凝灰岩(Tpt2) 

鷹架層中部層 
軽石凝灰岩層(T2pt) 5.74(MN/m2) 

砂質軽石凝灰岩(Tspt2) 
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